
□　新規 □　更新 □　変更

■代表者以外の方に申請を委任する場合は、次の注意事項をご確認のうえ、太枠内にご記入ください。
※各項目は必ず代表者が自署してください。
※代理人は18歳以上で、団体構成メンバーであること（裏面メンバー表への記載）が必要です。
　（屋外スポーツ施設小中学生団体の場合は、メンバーの保護者）
※身分証明書（運転免許証、健康保険証等）は代表者（コピー可）および代理人双方ご提示いただきます。

次の代理人を通じて施設利用団体登録申請書を提出いたします。

：利用するメンバー全員が新宿区内在住もしくは在勤者で10名以上
：10名以上、メンバーの過半数が新宿区内在住者(代表者が区内在住者)で、規約に基づく

運営・活動を行っている　　　□ 四谷区民団体規約添付確認
：区民団体の登録要件の人数以上（ただし、テニスは5名以上）で規約に基づく運営・活動を

行っている　　□ 子ども減額団体規約等添付確認
：上記にあてはまらない場合 □ 障害者団体利用 手帳確認

□子ども減額 その他（ ）

□添付書類

  □ 区外団体

※代表者の住所・生年月日が確認できる公的な身分証明書（学生証はのぞく）の原本が必要です。
※在勤資格で登録の場合は、上記に在勤証明書（名刺不可）を加えた2点が必要です。

代表者住所・在勤確認 代理人住所確認

□新宿歴史博物館

□生涯学習館 (「一般団体」のみ)

　　　　年　　月　　日

□学校施設(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ方式/区民団体のみ)
利用種目（                              ）

　　　　年　　月　　日

日付

受 付 施 設 名

期　限　な　し

受　付 入　力

その他
（　　　　 　　）

確　認 共 通 登 録 番 号

□新宿文化センター

<登録区分>

□　運転免許証
□　健康保険証
□　在勤証明書

□　運転免許証
□　健康保険証

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

住　所 〒　　　　

（携帯）　　　　　　　

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

代
　
　
表
　
　
者

名称

フリガナ

代理人
申　請

代理人住所 代理人氏名

代表者署名

※代表者と連絡担当者が同じ場合は、次の「連絡担当者」枠内は記入不要です。
※連絡担当者は団体構成メンバーであること（裏面メンバー表への記載）が必要です。

連
絡
担
当
者

フリガナ

年齢
歳氏　名 （姓） （名）

施 設 利 用 団 体 登 録 申 請 書
※ 太枠内をご記入ください

申請日 　　　  年　  　 月  　　日
フリガナ ログインパスワード(英数字8ケタ)

団体名

登 録 施 設 区 分 登 録 番 号 有 効 期 限

□屋内施設
　□子ども減額

利用種目

（                        　）

　　　　年　　月　　日

代表者は18歳以上

氏　名 （姓）

（携帯）　　　　　　　 （自宅）電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

■裏面の【登録区分ごとの登録要件】を確認のうえ、希望の登録区分にチェックを入れてください。

（名） 年齢 歳

住　所 〒　　　　

電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

勤務先
(在勤資格で区

民団体
登録の場合)

所在地 〒　　　　

電話 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内線　　　　　）

（自宅）

登録者名簿　（　　　　　　枚)

屋外施設

□中学生
□小学生等

　□子ども減額

□ 野  球

□ サッカー

□ テニス

□ ソフト

□ その他

  □ 子ども減額団体

☐四谷スポーツスクエア
利用種目（　　　　　　　　　　　　　）

  □ 区民団体
  □ 四谷区民団体

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日



※虚偽記載は登録取消の対象となります。

【登録区分ごとの登録要件】
①代表者は登録時に18歳以上
②同一種目で、1人2団体以上の登録、代表者およびメンバーが他の団体と重複することはできません。

屋外スポーツ施設
(野球・サッカー・テニス等)

・西戸山公園野球場
・落合中央公園野球場
・落合中央公園庭球場
・甘泉園公園庭球場
・西落合公園庭球場
・大久保ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ庭球場

(区民・子ども減額団体の
み)
・西落合公園少年野球場
・北新宿公園多目的広場
・戸山多目的運動広場
・妙正寺川公園運動広場
・旧淀橋中学校多目的
　運動広場
・新宿ここ･から広場
　多目的運動広場
・新宿区内小中学校校庭

区民団体：利用するメンバー全員が新宿区内在住もしくは
　　　　　在勤者で、さらに次の要件を満たす
　　◇テニス
　　　　代表者と3歳以上のメンバー計2名以上
　　◇野球・サッカー
　　　　代表者と16歳以上のメンバー計10名以上
　　◇小学生等団体
　　　　代表者と3歳から小学生のメンバー計10名以上
　　◇中学生団体
　　　　代表者と中学生メンバー計10名以上
　　◇その他（フットサルやラクロス等）
　　　　代表者と3歳以上のメンバー計5名以上

子ども減額団体：区内在住の3歳から中学生9名以上（テ
　　　ニスは4名以上）と18歳以上の在住もしくは在勤の
　　　代表者。規約に基づく運営・活動を行っていること
　
区外団体：上記以外

・四谷スポーツスクエア 区外団体：上記以外

学校施設
※インターネット方式
(球技・武道・会議等)

新宿区内の小中学校
体育館、会議室等

利用するメンバー全員が新宿区内在住もしくは在勤者で、
10名以上（教室のみの使用は5名以上）
※活動するメンバー全員の名簿が必要

新宿歴史博物館
(会議・学習会・体操等)

新宿歴史博物館講堂

代表者1人以上
生涯学習館
(会議・学習会・体操等)

戸山・赤城・住吉町・
北新宿・西戸山生涯学習館

新宿文化センター
(会議・音楽練習等)

新宿文化センター
会議室、リハーサル室、展示室

10
歳

登録区分 利用できる施設 登録要件

屋内スポーツ施設
(球技・ダンス・会議・
　　　　　 プール・武道等)

・新宿コズミックスポーツ
　センター
・大久保スポーツプラザ
・新宿スポーツセンター

区民団体：利用するメンバー全員が新宿区内在住もしくは
在勤者で、10名以上
子ども減額団体：区内在住の中学生以下9名以上と18歳以
上の在住もしくは在勤の代表者。規約に基づく運営・活動
を行っていること
四谷区民団体：10名以上、メンバーの過半数が新宿区内在
住者(代表者が区内在住者)で 、規約に基づく運営･活動を
行っていること

8
歳

9
歳

6
歳

7
歳

4
歳

5
歳

2
歳

3
歳

氏　　　名 年齢 住所（在勤登録者は勤務先所在地） 在勤者は勤務先名称

代　表　者　：　表　面　に　記　載　あ　り

1
歳

登　録　者　名　簿
※登録者情報は登録施設の利用に係る目的のみに利用し、本利用目的外の利用を行いません。


